
植
林
調
査
報
告

養
安
寺
檀
林
に
つ
い
て

植
田

観
樹
・
山
口

裕
光

(
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
)

㈲

所
在
地

上
総
国

(
千
葉
県
)

山
武
郡
養
安
寺
村
の
金
峯
山
蔵
王
寺
に
設
け
ら
れ
た
檀
林
。

※

『
禁
制
不
受
不
施
派
の
研
究
』

(
以
下
、
『
禁
制
』

と
略
す
)

に
は
、
山
武
郡
大
和
村
と
す
る
。

㈲

名
称
に
つ
い
て

㈲
碑
文
谷
檀
林

-
武
州
碑
文
谷
法
華
寺
に
は
、
も
と
碑
文
谷
談
所
が
あ
っ
た
が
、
戦
国
期
末
ご
ろ
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は

各
本
寺
学
童
と
も
同
様
で
あ
っ
た
。
の
ち
不
受
不
施
義
隆
盛
の
頃
、
碑
文
谷
法
華
寺
十
三
世
守
眼
院
日
時

(
?

-
一
六
六
四
)

が
、
蔵
王
寺
に
碑
文
谷
檀
林
を
設
け
た
。

※

『
禁
制
』

に
は
、
日
時
は
法
華
寺
十
二
世

㈲
養
安
寺
檀
林

-
埴
谷
長
光
寺
所
蔵
、
法
華
寺
十
三
世
、
同
檀
林
二
祖
勧
持
院
日
禅
の
本
尊
に
よ
る
と
、
こ
の
蔵
王
寺
の
談
所
は

養
安
寺
檀
林
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

※

『
禁
制
』

に
は
、
日
禅
は
法
華
寺
十
四
世

㈲
山
田
談
所

-
当
時
の
受
・
不
受
に
関
す
る
文
書
に
は
、
上
総
山
田
談
所
と
い
っ
て
い
る
。
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345

碑
文
谷
法
華
寺
に
つ
い
て

弘
安
年
間
(
一
二
七
八
̃
八
八
)
、
中
老
日
源
が
天
台
宗
法
服
寺
を
改
宗
し
た
も
の
。
第
十
一
世
修
書
院
日
進
は
、
身
池
対
諭
に
よ
り

信
州
上
田
へ
流
さ
れ
る
。
不
受
派
の
本
寺
。

檀
林
の
開
基
日
時
と
開
講
に
至
る
経
緯

目
指
は
碑
文
谷
法
華
寺
第
十
二
世
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
こ
の
頃
、
寛
永
七
̃
八
年
(
一
六
三
〇
)
池
上
の
中
妙
院
日
観
に

よ
り
野
呂
檀
林
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
長
遠
院
自
適
に
よ
っ
て
玉
造
檀
林
が
寛
永
十
四
年
(
一
六
三
七
)
に
造
ら
れ
、
ま
た
松
崎
檀
林

も
盛
ん
に
な
る
な
ど
、
不
受
不
施
義
の
隆
盛
に
と
も
な
っ
て
、
い
ず
れ
も
不
受
派
学
徒
の
一
大
拠
点
と
な
り
、
大
い
に
そ
の
勢
力

を
上
げ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
小
西
談
所
が
寛
永
八
年
(
一
六
三
一
)
身
延
に
接
収
さ
れ
、
不
受
派
学
徒
は
離
散
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。
こ
こ
に
、
養
安
寺
檀
林
は
、
小
西
・
中
村
を
追
わ
れ
た
不
受
派
学
徒
を
収
容
す
る
た
め
に
開
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
ら
の
学
徒
を
収
容
し
て
大
き
く
な
っ
た
養
安
寺
檀
林
は
、
先
述
の
松
崎
・
野
呂
等
と
と
も
に
不
受
派
の
人
材
養
成
の
た

め
の
教
育
機
関
と
し
て
重
要
な
位
置
を
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
祖
日
禅
と
養
安
寺
植
林
の
消
滅

日
禅
は
、
松
崎
・
野
呂
各
檀
林
の
能
化
を
歴
任
し
て
い
る
。
碑
文
谷
法
華
寺
の
第
十
四
世
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
が
、
著
書

に
『
悲
田
記
』
一
巻
が
あ
る
。
寛
文
五
年
(
一
六
六
五
)
小
湊
誕
生
寺
自
明
、
谷
中
感
応
寺
自
縛
等
六
力
寺
と
悲
田
手
形
を
幕
府
に

提
出
し
て
、
信
徒
は
無
論
、
世
人
か
ら
も
指
弾
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の
ち
元
禄
十
一
年
(
一
六
九
八
)
十
一
月
、
碑
文
谷
法
華
寺
、
同
末
寺
谷
中
感
応
寺
は
天
台
宗
に
改
宗
せ
し
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
養

安
寺
檀
林
は
名
実
共
に
消
滅
す
る
。

※
寛
文
の
惣
滅
以
後
元
禄
十
一
年
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
『
日
蓮
宗
事
典
』

『
禁
制
』

と
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
ま
た
蔵
王
寺
に

つ
い
て
は
全
く
説
か
れ
て
い
な
い
。
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身
池
対
論
(
寛
永
七
年
=
一
六
三
〇
)
後
、
不
受
不
施
派
の
学
問
的
一
拠
点
と
な
っ
た
碑
文
谷
檀
林
は
、
い
わ
ゆ
る
関
東
八
檀
林
の
内
に

も
入
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
そ
の
存
在
さ
え
も
不
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昭
和
五
十
八
、
九
年
の
現
宗
研
調
査
に
よ
り
、
宮
崎
英
修
現
宗
研

所
長
(
現
身
延
山
短
大
学
頭
)
指
導
の
下
、
地
元
の
山
田
勝
義
千
葉
東
部
宗
務
所
長
・
飯
塚
通
允
長
光
寺
住
職
な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
協
力

を
頂
き
、
そ
の
跡
を
訪
ね
、
ま
た
関
係
寺
院
等
に
格
護
さ
れ
て
い
る
過
去
帳
な
ど
什
物
を
拝
見
す
る
こ
と
も
出
来
た
。
学
事
機
構
等
、
ま

だ
不
明
確
な
点
も
多
い
が
、
そ
の
所
在
地
と
、
得
ら
れ
た
資
料
内
容
を
報
告
す
る
。
な
お
、
ま
と
め
る
に
当
た
り
、
藤
崎
英
正
師
か
ら
適
切

な
指
導
を
頂
い
た
。
謝
意
を
こ
め
て
付
記
す
る
。

㈲
現
住
所

現
住
所
は
「
千
葉
県
山
武
郡
大
網
白
里
町
養
安
寺
字
宮
下
九
一
〇
」
、
国
鉄
大
網
駅
の
北
方
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
身
池
対
論
裁
決
の
翌

年
、
寛
永
八
年
夏
、
身
延
に
接
収
さ
れ
た
小
西
檀
林
の
東
方
、
小
高
い
丘
を
超
え
た
約
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
る
。
今
残
っ
て
い
る

も
の
は
旧
跡
地
を
示
す
石
碑
や
、
歴
代
碑
等
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
周
り
の
跡
地
と
思
わ
れ
る
所
に
は
無
地
主
の
田
畑
が
広
が
り
、
発
掘

す
れ
ば
遺
物
の
発
見
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
す
ぐ
近
く
の
丘
の
上
に
は
、
地
区
の
氏
神
で
あ
り
、
寺
号
の
一
つ
の
由
来
と
考
え

ら
れ
る
御
嶽
神
社
と
い
う
、
弘
文
天
皇

(
六
四
八
̃
六
七
三
)

を
肥
る
神
社
が
あ
る
。
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

㈲
石
碑

現
存
す
る
石
碑
は
、
同
寺
入
口
付
近
と
思
わ
れ
る
農
道
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
六
百
遠
忌
の
記
念
碑
と
、
本
堂
裏
側
あ
た
り
と
見
ら
れ

る
場
所
に
あ
る
旧
碑
三
、
歴
代
碑
互
が
あ
る
。
近
く
の
本
成
寺
(
大
網
白
里
町
養
安
寺
六
三
二
)
歴
代
碑
に
は
、
蔵
王
寺
歴
代
の
名
も
見
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
今
回
は
調
査
で
き
な
か
っ
た
。

日
六
百
遠
忌
記
念
碑

間門
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首
題
が
刻
ま
れ
た
高
さ
一
二
七
〇
〇
、
幅
一
二
五
〇
〇
の
大
き
さ
で
、
首
題
の
下
に
「
小
湊
日
諦
」
、
横
に
六
百
遠
忌
、
裏
に
六
百
遠
忌
正
当

の
明
治
十
六
年
十
月
十
二
日
の
日
付
と
、
施
主
の
氏
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
。
小
湊
日
諦
と
は
、
小
湊
山
誕
生
寺
五
十
八
世
智
玄
院
日
諦

(
明
治
三
十
八
年
寂
)

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
蔵
王
寺
は
排
仏
毀
釈
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
頃
、
明
治
六
年
十
月
六
日
に
炎
上
し
た
と
い
わ
れ
、

惜
し
ん
だ
日
諦
上
人
が
記
念
碑
を
建
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
西
正
法
寺
総
代
長
島
直
氏

(
六
十
五
歳
)

に
よ
れ
ば
、
炎
上
後
の
全
檀

家
十
四
軒
は
正
法
寺
に
入
檀
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
農
道
を
は
さ
ん
で
碑
の
対
面
に
あ
る
桑
田
家
に
は
、
蔵
王
寺
の
打
ち
鳴
し
を

溶
か
し
て
作
っ
た
茶
釜
等
が
あ
る
と
い
う
。

凸
旧
碑
・
歴
代
碑

昭
和
五
十
二
年
、
各
碑
は
、
土
台
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
に
し
て
、
一
カ
所
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
計
八
基
。

①
門
前
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
碑
に
は
「
檀
林
旧
跡

金
峯
山
御
嶽
寺
」
と
記
さ
れ
、
文
化
七
年
(
一
八
一
〇
)
九
月
、
二
十
九
世
了
法

日
慎
代
の
建
立
。
同
寺
号
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
開
基
の
時
は
蔵
王
寺
で
、
通
称
と
し
て
御
嶽
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
土
地

の
人
は
古
来
、
御
嶽
神
社
を
「
蔵
王
様
」
と
尊
称
し
て
来
た
と
い
う
。
少
な
く
と
も
檀
林
を
開
設
(
若
し
く
は
中
興
)
し
た
十
一
世
日
晴
代

は
「
金
剛
山
蔵
王
寺
」
で
あ
り
、
山
号
も
異
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
悲
田
停
止
(
悲
田
不
受
不
施
派
の
禁
止
)
と
な
っ
た
元
禄
四
年
(
一
六

九
一
)
四
月
二
十
八
日
の
、
い
わ
ゆ
る
元
禄
の
破
却
後
に
改
名
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、
同
碑
に
は
、
二
十
六
̃
二

十
八
世
等
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
い
る

(
歴
代
譜
は
後
述
)
。

②
開
基
上
人
の
碑
は
、
明
治
十
六
年
十
月
十
一
日
に
建
て
ら
れ
、
正
面
に
「
当
山
開
基
目
端
上
人
」
、
右
側
面
に
は
「
中
興
顕
常
院
日
義

大
徳
」
 
、
左
側
面
は
十
六
世
・
十
八
世
と
思
わ
れ
る
歴
代
名
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
碑
に
は
歴
代
等
が
記
さ
れ
、
十
九
世
・
二
十
世
(
二

十
五
世
再
職
)
、
二
十
三
世
、
二
十
四
世
の
名
が
あ
っ
た
。

㈲
什
物

日
天

蓋
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蔵
王
寺
の
天
蓋
が
山
武
郡
埴
谷
の
長
光
寺
(
飯
塚
通
允
住
職
)
に
格
護
さ
れ
て
い
る
。
同
寺
は
悲
田
派
日
禅
(
碑
文
谷
檀
林
十
二
世
)
が
寛

文
九
年
(
一
六
六
九
)
に
、
千
葉
市
中
田
町
か
ら
現
在
地
に
移
し
た
野
呂
妙
興
寺
末
。
一
辺
二
メ
ー
ト
ル
四
方
の
天
蓋
の
銘
に
は
「
金
剛
山

蔵
王
寺
常
什
、
中
興
師
日
晴

寛
文
三
」
等
と
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
頃
の
寺
号
は
旧
碑
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
日
蓮
宗
年
表
』

に
拠
れ
ば
、
日
時
は
、
養
安
寺
檀
林
祖
で
あ
り
、
こ
の
天
蓋
が
奉
納
さ
れ
た
翌
年
の
寛
文
四
年
(
一
六
六
四
)
七
月
八
日
寂
し
て
い
る
。
翌

年
十
一
月
不
受
不
施
派
が
悲
田
不
受
派
と
、
禁
制
不
受
派
に
二
分
裂
し
た
年
で
あ
っ
た
。

口
過
去
帳

文
化
八
年

(
一
八
一
一
)

二
月
、
二
十
九
世
了
玄
白
慎
代
に
作
製
さ
れ
、
大
き
さ
は
縦
三
十
七
・
五
〇
〇
、
横
二
十
二
・
五
〇
〇
。
同
帳
末
尾

に
歴
代
が
列
せ
ら
れ
て
い
る

(
カ
ッ
コ
内
は
筆
者
の
記
入
)
。

開
基

目
端
聖
人

永
正
十
□
□
月
五
日
化
七
五
歳
当
寺
開
祖

二

世

日
遊
聖
人

三

世

自
供
聖
人

四

世

日
玄
大
徳

五

世

日
昌
大
徳

六

世

日
雄
大
徳

七

世

白
兵
大
徳

八

世

日
泰
大
徳

九

世

日
成
大
徳

十

世

白
鷺
聖
人

十
一
世

日
晴
聖
人

当
寺
檀
林
中
興

(
碑
文
谷
法
華
寺
十
三
世
)
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十

二

世

十
三

世

十
四
世

十
五
世

十
六

世

十
七
世

十
八
世

十
九
世

廿

世

廿
一
世

廿

二

世

廿

三

世

廿

四
世

廿

五

世

廿

六

世

廿
七
世

廿

八
世

日
禅
聖
人

(
碑
文
谷
法
華
寺
十
四
世
)

白
楽
大
徳

目
美
大
徳

顕
常
院
日
義
大
徳

中
興

日
理
大
徳

宝
永
七
庚
寅
正
月
廿
五
日
化
(
修
書
院
?
)

運
唱
院
日
観
大
徳

延
享
二
年
八
月
十
九
日
遷
化

自
浄
天
徳

円
静
院
日
教
大
徳

享
保
廿
卯
十
二
月
廿
二
日
化

(
過
去
帳
内
で
は
日
経
、
歴
代
碑
に
は
目
敏
)

付
利
院
日
脱

孝
静
院
目
盛

寛
延
三
庚
午
年
十
月
十
一
日
化
(
過
去
帳
内
で
は
大
徳
)

孝
歓
院
付
貞
日
現
大
徳

寛
政
四
王
子
天
二
月
八
日
化

泰
明
院
白
檀
大
徳
(
歴
代
碑
に
は
宝
歴
七
本
朋
院
日
攫
大
徳
)

是
明
日
能

(
歴
代
碑
に
本
顕
院
日
能
)

付
理
院
日
昌
贈
聖
人

再
住

寛
政
三
亥
七
月
四
日
化

廿
世
再
職
廿
五
世

英
雲
院
自
慢
聖
人

孝
現
院
日
統
聖
人

文
政
四
辛
巳
十
二
月
六
日
化

丸
山
浄
心
寺
歴
(
丸
山
=
現
本
郷
)

孝
書
院
目
翁
聖
人
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永
聖
祖
廿
九
世

了
玄
白
慎
号
本
徳
院

文
化
五
辰
年
六
月
十
五
日
入
院

下
谷
法
養
寺
十
三
世
自
慢
弟
子

(
下
谷
法
養
寺
は
現
池
上
法
養
寺
)



三

十
世

三
十
一
世

三
十
二
世

三
十
三
世

三
十
四
世

三
十
五
世

三
十
六
世

永
聖
免
許
御
本
尊
井
許
状
被
下
永
マ
一
中
為
重
宝
者
也

父
、
内
藤
丹
波
守
政
苗

蓬
順
院
自
衛
字
弁
妙

琢
妙
院
目
貫
字
琢
如

文
化
十
四
丁
丑
年
八
月
六
日
入
院

甲
州
大
野
本
遠
寺
日
蓬
弟
子

文
政
九
戌
二
月
入
院
浅
草
本
法
寺
日
経
弟
子

等
寿
院
日
禅
字
琢
源

祥
立
院
日
道
字
勝
賢

良
寿
院
白
書
字
琢
源

道
政
院
日
宙

尭
政
呂
律

慶
応
四
戌
辰
五
月
入
院

丸
山
前
浄
心
寺
日
間
弟
子

㈲

そ
の
他
の
史
料

日
日
禅
上
人
筆
ご
本
尊

埴
谷
長
光
寺
に
は
、
日
禅
の
蔓
茶
羅
ご
本
尊
が
数
幅
格
護
さ
れ
、
そ
の
内
、
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
九
月
に
認
め
た
も
の
に
は
、
「
碑

文
谷
法
華
寺
十
四
世
日
禅
」
「
野
呂
妙
興
寺

養
安
寺
村
蔵
王
寺

松
崎
村
妙
講
寺

顕
実
寺

三
談
所
兼
職
也
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
『
日

蓮
宗
事
典
』
に
、
墓
碑
に
よ
っ
て
、
日
禅
が
寛
文
七
年
に
流
罪
に
な
っ
た
と
い
う
説
は
誤
伝
と
な
る
と
し
て
い
る
(
六
二
〇
頁
)
が
、
こ
の

ご
本
尊
の
年
代
か
ら
も
、
悲
田
説
主
張
に
よ
っ
て
寛
文
七
年
に
佐
渡
流
島
せ
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

日
日
禅
墓
碑

長
光
寺
住
職
に
よ
れ
ば
、
延
宝
四
年
(
一
六
七
六
)
に
道
立
さ
れ
た
同
寺
の
碑
に
「
三
談
嗣
法
」
と
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
三
つ
の

檀
林
を
兼
職
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
但
し
、
日
禅
は
延
宝
五
年
七
月
十
一
日
寂
)
。

以
上
が
今
回
の
調
査
内
容
で
あ
る
。
近
在
の
本
成
寺
歴
代
碑
な
ど
、
調
査
す
る
点
は
ま
だ
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
全
貌
を
解
明
す
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る
に
は
、
今
後
の
地
道
な
調
査
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
調
査
を
通
し
て
、
不
受
不
施
義
の
今
日
的
意
義
、
為
政
者
や
教
団
内
の
反
対
派
か

ら
く
る
外
的
圧
力
に
対
し
て
の
学
問
機
構
の
保
護
、
碑
文
谷
檀
林
の
学
僧
が
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
信
仰
に
根
ざ
し
た
学
問
的
研
究
の
態

度
を
貫
ぬ
け
る
場
の
設
置
な
ど
を
、
さ
ら
に
調
査
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
多
く
考
え
ら
れ
た
。

参
考
文
献

『
日
蓮
宗
事
典
』

宮
崎
英
修
著
素
ホ
制
不
受
不
施
派
の
研
究
』



第
十
八
回
中
央
教
化
研
究
会
議

一
、
開
催
趣
旨

㈲
宗
徒

(
僧
俗
)
一
体
の

「
お
題
目
総
弘
通
運
動
」

に
つ
い
て
理
解
し
あ
い
、
こ
の
運
動
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て

二
、
統
一
テ
ー
マ

三
、
期

日

四
、
会

場

五
、
会
議
形
式

い
く
べ
き
か
を
話
し
あ
お
う
。

㈲
信
行
会
づ
く
り
と
信
行
会
の
活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
「
だ
れ
に
で
も
で
き
る
信
行
会
」

「
だ
れ
に
で
も
と
り

く
め
る
信
行
会
活
動
」

に
つ
い
て
話
し
あ
お
う
。

-
生
き
生
き
と
し
た
信
行
会
づ
く
り
を
通
し
て
、
お
題
目
の
輪
を
ひ
ろ
げ
る
運
動
に
、
み
ん
な
で
と
り
く
も
う

ー

昭
和
六
十
年
九
月
四
日

(
水
)
・
五
日

(
木
)

東
京
都
大
田
区
池
上
本
門
寺
・
朗
峰
会
館

1
、
全
体
会
議

基
礎
報
告

石
川
教
張
師
(
現
宗
研
主
任
)

「
宗
徒
一
体
の
お
題
目
総
弘
通
運
動
と
信
行
会
活
動
」

2
、
分
散
会

(
体
験
発
表
「
私
の
と
り
く
ん
で
い
る
信
行
会
活
動
」
と
討
議
)

討
議
ポ
イ
ン
ト

①
こ
の
一
年
間
、
ど
ん
な
信
行
会
活
動
を
し
ま
し
た
か
。

②
社
会
の
人
は
今
、
お
寺
に
何
を
求
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。

③
信
行
会
活
動
を
蘇
生
さ
せ
る
妙
案
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

④
家
庭
や
社
会
に
於
け
る
信
行
生
活
を
ど
う
指
導
し
て
い
ま
す
か
。
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⑤
信
仰
の
仲
間
づ
く
り
に
ど
う
と
り
く
ん
で
い
ま
す
か
。

⑥
信
行
会
に
つ
い
て
寺
院
間
の
協
力
を
ど
の
よ
う
に
推
進
し
て
い
ま
す
か
。

⑦
本
宗
の
お
題
目
と
新
興
宗
教
の
お
題
目
の
違
い
を
ど
う
説
い
て
い
ま
す
か
。

⑧
お
題
目
の
意
味
と
功
徳
を
ど
う
説
い
て
い
ま
す
か
。

⑨
二
十
一
世
紀
に
向
か
う
本
宗
教
師
の
使
命
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

⑩
お
題
目
の
輪
を
ひ
ろ
げ
る
運
動
を
み
ん
な
で
考
え
よ
う
。

第
十
八
回
中
央
教
化
研
究
会
議
要
望
事
項

一
、
「
お
題
目
総
弘
通
運
動
」

を
宗
門
あ
げ
て
推
進
す
る
こ
と
。
宗
務
内
局
は
積
極
的
に
同
運
動
の
具
体
化
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

一
、
勧
学
院
に
お
い
て
、
唱
題
の
意
義
と
功
徳
に
関
す
る
教
学
的
解
明
、
お
よ
び
創
価
学
会
・
立
正
佼
成
会
等
〃
題
目
系
新
興
宗
教
〃

の

「
題
目
観
」

と
本
宗
の
そ
れ
と
の
ち
が
い
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

一
、
「
お
題
目
総
弘
通
運
動
」
を
信
行
会
・
家
庭
・
地
域
社
会
で
展
開
す
る
た
め
、
現
宗
研
は
教
務
・
護
法
伝
道
部
と
提
携
し
っ
つ
、
教
研

会
議
・
教
化
学
研
究
集
会
・
教
化
セ
ン
タ
ー
や
さ
ま
ざ
ま
な
場
に
お
い
て
必
要
な
教
化
資
料
、
情
報
を
提
供
交
流
す
る
よ
う
努
め
、
同

運
動
を
具
体
化
す
る
た
め
の
研
究
調
査
に
と
り
く
ん
で
ほ
し
い
。
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